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生活文化局 都民生活部 会計年度任用職員 

旅券発給員 募集要項 
項  目 内   容 

職名 旅券発給員 

任用根拠 地方公務員法第 22条の２第１項第１号に基づく会計年度任用職員 

任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※ 任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ

能力実証の結果が良好である場合は、４回を上限として公募によら

ず再度任用される可能性があります。 

なお、期間を定めた任用であり、令和９年４月１日以降の任用を

保障するものではありません。 

勤務職場（予定） 

東京都生活文化局都民生活部旅券課（新宿）又は下記いずれかの分室 

（１）東京都生活文化局 都民生活部 旅券課（新宿） 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁都民広場地下１階 

（２）東京都生活文化局 都民生活部 旅券課 有楽町分室 

東京都千代田区有楽町二丁目１０番１号 東京交通会館２階 

（３）東京都生活文化局 都民生活部 旅券課 立川分室 

東京都立川市曙町二丁目１番１号 ルミネ立川店９階 

（４）東京都生活文化局 都民生活部 旅券課 電子申請担当 

   東京都新宿区西新宿二丁目７番１号  

新宿第一生命ビルディング７階 

 ※ 面接時に勤務職場の意向は確認いたします。 

職務内容 

上記勤務職場の 

（１）～（４） 

の各分室 

旅券発給に関する業務 

（１）旅券発給に係る書類の審査等に関する業務 

（２）旅券の作成交付管理に関する業務 

（３）旅券発給・渡航に関する相談業務 

（４）旅券の不正取得防止に関する業務 

（５）その他、（１）から（４）までの業務を行うために必要な業務 

（６）申請受付に係る住基ネット検索業務  

（７）その他、業務運営上、所属長が必要と判断したこと 

職務内容 

上記勤務職場の（５） 

電子申請担当 

旅券発給に関する業務 

（１）旅券発給に係る電子申請（データ）の審査等に関する業務 

（２）旅券発給・渡航に関する相談業務 

（３）その他、（１）から（２）までの業務を行うために必要な業務 

（４）その他、業務運営上、所属長が必要と判断したこと 

採用予定人数 新宿２名、有楽町２名、立川１名、電子申請２名  

応募資格・求められる能力 
困難案件にも責任を持って前向きに誠実に取り組む意欲があり、次の条

件の全てに該当する方。 
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（１）旅券の発給に関する業務を遂行するために必要な能力を有する者 

ア 旅券法等関係法令に関する知識を習得することができること 

イ 法令等に基づき、正確かつ迅速に書類等の審査及び管理業務を

行うことができること 

ウ 法令や諸手続き等について、申請者等が理解できるように分か

りやすく、正確に粘り強く説明できるなど、十分な学習力と理解

力及びコミュニケーション能力を有すること 

エ 交替制勤務による勤務シフトを堅持できること 

（２）個人情報保護及び情報セキュリティ対策の重要性を認識し、高い

コンプライアンス意識を有すること 

（３）パソコン（ワード、エクセル等）を使用した資料作成及び入力作

業等、事務処理を正確に行うことができること 

（４）パソコン等の基本的な操作能力を有し、新たな電子機器やシステ

ム等の導入に際して、意欲的に取り組むことができること 

（５）窓口や電話相談において丁寧・誠実な接遇と、申請者等が理解で

きるようにわかりやすく正確な説明ができること 

（６）関係機関等との円滑な連絡調整を行うことができるなど、十分な

コミュニケーション能力と折衝・調整力を有すること 

（７）困難な職務・突発的事態であっても責任を持って自ら積極的に取

り組むことができること 

（８）協調性と業務に対する強い責任感があり、組織の一員として職務

が円滑に遂行できるよう前向きに協力・調整できること 

（９）災害が発生した場合に災害対応の職務に従事できること 

勤務日数 

年間１９２日 

（原則として月１６日勤務。日曜日の勤務あり。） 

※ 電子申請担当は日曜勤務なし 

勤務時間 

１日 ７時間４５分（交替制勤務） 

Ａ勤務   ８時３０分から１７時１５分まで 

Ｂ勤務   ９時から１７時４５分まで 

Ｃ勤務   １１時から１９時４５分まで 

Ｄ勤務   ８時４５分から１７時３０分まで（日曜日勤務） 

※ 上記の勤務時間は各人が選択できるものではない。各所属におい

て、交替制勤務にて毎月の勤務シフトを編成する。 

※ 電子申請担当はＡ勤務、Ｂ勤務のみ 

※ 所定勤務時間を超える勤務の有無 

業務の必要上やむを得ない場合、所属長の命により超過勤務が生

じることがある。 
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休憩時間 
１１時３０分から１２時３０分まで 又は 

１２時３０分から１３時３０分まで 

休暇等 

（有給） 

年次有給休暇、病気休暇、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、母子保

健健診休暇、妊婦通勤時間、出産支援休暇、育児参加休暇、慶弔休暇、

災害休暇、夏季休暇 

（無給） 

 病気休暇、妊娠症状対応休暇、育児時間、子どもの看護等休暇、健康

管理休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間、子育て部分休暇、育

児休業、部分休業 

※ 一定の要件を満たす場合、上記休暇等を付与 

※ 病気休暇は勤務日数に応じた上限の範囲内で有給の取扱いとなり

ますが、上限到達後の取得は無給の取扱いとなります。 

報酬額 

月額 ２０８,１００円 

（通勤手当相当額を別途支給：上限 150,000円/月） 

※ 原則として毎月１５日支給 

※ 一定の要件を満たす場合、期末手当、勤勉手当を支給 

※ 年度途中で報酬等が増額又は減額改定される場合あり 

社会保険 
共済組合、厚生年金保険、雇用保険等加入の有無について 

※  一定の要件を満たした場合 

応募方法等 

 

 

（１）応募方法 

次の①～③の書類等を下記の申込先宛てに郵送（必着）、持参又

は電子メールで応募してください。 

なお、電子メールの件名は「会計年度任用職員申込」とし、提出

書類にはパスワードを設定してください。 

設定したパスワードは、別途電子メール（件名は「会計年度任用

職員申込（パスワード）」としてください。）又は、電話によりお知

らせください。 

 

① 会計年度任用職員申込書（写真を必ず貼付してください。） 

※ 「職名」欄には、「旅券発給員」と記入してください。 

※ 電話番号は日中に連絡の取れる番号を記入してください。 

② 作文  

４００字以上８００字以内で作成してください。 

（別添様式を使用してください。自筆・入力いずれも可。） 

課題「旅券発給員として必要な心構えについて」 

※ 志望動機とあなたの経験や今までに培ってきたスキル（前 

職での実績や成果など）をふまえて、それをどのように活用し

ていくことができるのかを交えて述べてください。 
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③ 返信用封筒（郵送又は持参の場合） 

※ 定形封筒（長３）・返信用郵便切手１１０円を貼付し、住所・氏

名・郵便番号を明記してください。 

※ 応募書類は、選考及び採否の連絡等、採用に関する業務のみに

使用し、他の目的には使用しません。また、応募書類は返却しま

せんので、ご了承ください。 

（２）応募期限  

令和８年１月２７日（火曜日）１７時必着 

選考方法 

（１）第一次選考 書類選考 

（２）第二次選考 面接（令和８年２月５日（木曜日）又は６日（金曜

日）のいずれか旅券課が指定する日に実施予定） 

  選考考結果については本人宛郵送により通知します。第一次選考合

格者には第二次選考実施について、令和８年２月１日以降にお知らせ

します。 

また、選考経過及び結果に関する問い合わせには一切応じません。 

問合せ・申込先 

〒１６３－８００１  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号  

東京都生活文化局 都民生活部 旅券課 調整担当 

（都庁都民広場 地下１階 パスポートセンター「受け取り」フロア内） 

電話（直通）０３－５３８８－３１７７ （都庁内線）２９－６５２ 

メールアドレス：S1161204@section.metro.tokyo.jp 
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